
新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正 前

農山漁村未来創造事業農地集積型実施基準 農山漁村未来創造事業農地集積型実施基準

第１ （略） 第１ （略）

第２ 指定期間 第２ 指定期間

実施要領別表に定める本事業の指定期間は，事業実施年度の前年度の３月１日から事 実施要領別表に定める本事業の指定期間は，当該年度の４月１５日から２月末までとす

業実施年度の１２月末までとする。 る。

第３～第１０ （略） 第３～第１０ （略）

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

２ この実施基準は，令和３年４月１日から施行する。 （新設）

別記１ 農地貸付促進協力金 別記１ 農地貸付促進協力金

第１～第２（略） 第１～第２（略）

第３ 交付対象農地 第３ 交付対象農地

以下のすべての要件を満たす農地とする。 以下のすべての要件を満たす農地とする。

また，機構に貸し付けた農地のうち，一筆でも転貸されれば，交付対象となる全農 また，機構に貸し付けた農地のうち，一筆でも転貸されれば，交付対象となる全農地

地面積分について交付申請することができる。 面積分について交付申請することができる。

１ （略） １ （略）

２ 指定期間内に農用地利用集積計画の公告が行われ，農地中間管理機構（以下，「機 ２ 指定期間内に農用地利用配分計画の認可又は，農用地利用集積計画（一括方式）の公

構」という。）へ５年以上の期間貸し付けられた農地。ただし，機構に貸し付けたも 告が行われ，農地中間管理機構（以下，「機構」という。）を通じて５年以上の期間担い

のの返還された農地は除く。 手へ転貸された農地。ただし，機構に貸し付けたものの返還された農地は除く。

３～４ （略） ３～４ （略）

第４～第６ （略） 第４～第６ （略）

別記２ 耕作放棄地再生支援事業 別記２ 耕作放棄地再生支援事業

第１ 交付対象者 第１ 交付対象者

本事業の交付対象者は，機構を通じた農地の賃貸借によって，再生作業後の当該農地 本事業の交付対象者は，機構を通じた農地の賃貸借によって，再生作業後の当該農地に

において５年以上耕作することが確実な者とし，本事業の対象となる農地が存在する市 おいて５年以上耕作することが確実な者とし，本事業の対象となる農地が存在する市町村

町村が策定した実質化された人・農地プラン（農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平 が策定した実質化された人・農地プラン（「人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱」（平

成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知）第２に定める人・農地プラ 成２４年２月８日付け２３経営第２９５５号農林水産事務次官依命通知）第２に定める人

ン「以下，「人・農地プラン」という。）に位置づけられた「今後の地域の中心となる ・農地プラン「以下，「人・農地プラン」という。）に位置づけられた「今後の地域の中心

経営体」であること，又は位置づけられることが確実であることとする。 となる経営体」であること，又は位置づけられることが確実であることとする。



第２～第５ （略） 第２～第５ （略）

別記３ 経営拡大支援事業 別記３ 経営拡大支援事業

第１ 用語の定義 （新設）

本協力金における各用語（※の部分）の定義は別表１のとおりとする。

第２～３ （略） 第１～２ （略）

第４ 交付要件 第３ 交付要件

１ 指定期間内に認可又は公告が行われ，機構から農地を１ha（権利設定の内容が露 １ 指定期間内に認可又は公告が行われ，機構から農地を１ha以上借り受けている又は

地野菜等（※）作の場合は0.4ha，果樹作の場合には0.3ha）以上借り受けている又 確実に見込まれること。

は確実に見込まれること。

２ 指定期間末日時点で，機構から農地を５ha（権利設定の内容が露地野菜等作の場 ２ 指定期間末日時点で，機構から農地を５ha以上借り受けている又は確実に見込まれ

合は1.5ha，果樹作の場合には1ha）以上借り受けている又は確実に見込まれること。 ること。

３ 第５に定める成果目標の達成が確実に見込まれること。 ３ 第４に定める成果目標の達成が確実に見込まれること。

４ （略） ４ （略）

第５ 成果目標 第４ 成果目標

１ 指定期間開始日から目標年度末日までの間に認可又は公告が行われ，機構から借 １ 指定期間開始日から目標年度末日までの間に認可又は公告が行われ，機構から借り

り受けた農地が３ha（権利設定の内容が露地野菜等作の場合は１ha，果樹作の場合 受けた農地が３ha以上となること。

には0.7ha）以上となること。

２ 目標年度末日時点で，機構から借り受けた農地が１０ha（権利設定の内容が露地 ２ 目標年度末日時点で，機構から借り受けた農地が１０ha以上となること。

野菜等作の場合は３ha，果樹作の場合には２ha）以上となること。

第６～９ （略） 第５～８ （略）

第１０ 改善指導 第９ 改善指導

事業実施主体は，目標年度において第５の成果目標の全部又は一部が達成されていな 事業実施主体は，目標年度において第４の成果目標の全部又は一部が達成されていない

い場合には，交付対象者に対し，市町村長と連携して必要な改善措置を指導するととも 場合には，交付対象者に対し，市町村長と連携して必要な改善措置を指導するとともに，

に，当該成果目標が達成されるまでの間，毎年度改善計画書（様式第８号別紙３）を提 当該成果目標が達成されるまでの間，毎年度改善計画書（様式第８号別紙３）を提出させ

出させるものとする。 るものとする。



別表３ （新設）

用語 定義

露地野菜等 野菜，ばれいしょ（でん粉原料用ばれいしょを除く），甘しょ，豆

類（大豆を除く），その他知事が認める作物

別記４ 推進事業 別記４ 推進事業

第１ 対象となる経費 第１ 対象となる経費

本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する経費で第２の要件をすべて満た 本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する経費で第２の要件をすべて満たす

すこと。 こと。

なお，交付の対象となる範囲は，別表４に定めるとおりとする。 なお，交付の対象となる範囲は，別表３に定めるとおりとする。

第２ （略） 第２ （略）

別表４ （略） 別表３ （略）

（様式第１号） （様式第１号）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

徳島県知事 殿 徳島県知事 殿

事業実施主体名 事業実施主体名

代表者職氏名 （削る） 代表者職氏名 印

○○年度農山漁村未来創造事業計画の（変更）承認申請について ○○年度農山漁村未来創造事業計画の（変更）承認申請について

（略） （略）

（様式第２号）～（様式第４号） （略） （様式第２号）～（様式第４号） （略）



（様式第５号） （様式第５号）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

徳島県知事 殿 徳島県知事 殿

事業実施主体名 事業実施主体名

代表者職氏名 （削る） 代表者職氏名 印

○○年度農山漁村未来創造事業の補助金交付決定前着工届 ○○年度農山漁村未来創造事業の補助金交付決定前着工届

（略） （略）

（様式第６号） （様式第６号）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

徳島県知事 殿 徳島県知事 殿

事業実施主体名 事業実施主体名

代表者職氏名 （削る） 代表者職氏名 印

○○年度農山漁村未来創造事業で取得又は効用の増加した施設等の ○○年度農山漁村未来創造事業で取得又は効用の増加した施設等の

災害報告について 災害報告について

（略） （略）

（様式第７号） （様式第７号）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

徳島県知事 殿 徳島県知事 殿

事業実施主体名 事業実施主体名

代表者職氏名 （削る） 代表者職氏名 印

○○年度農山漁村未来創造事業で取得又は効用の増加した施設等の ○○年度農山漁村未来創造事業で取得又は効用の増加した施設等の

増築（模様替え，移転，更新等）届について 増築（模様替え，移転，更新等）届について



（略） （略）

（様式第８号） （様式第８号）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

徳島県知事 殿 徳島県知事 殿

事業実施主体名 事業実施主体名

代表者職氏名 （削る） 代表者職氏名 印

○○年度農山漁村未来創造事業計画の事業評価報告書について ○○年度農山漁村未来創造事業計画の事業評価報告書について

（略） （略）

（様式８号別紙１）～（様式８号別紙３） （略） （様式８号別紙１）～（様式８号別紙３） （略）

（様式第８号） （様式第８号）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

徳島県知事 殿 徳島県知事 殿

事業実施主体名 事業実施主体名

代表者職氏名 （削る） 代表者職氏名 印

○○年度農山漁村未来創造事業の成果目標変更承認申請書について ○○年度農山漁村未来創造事業の成果目標変更承認申請書について

（略） （略）

（別記２様式第１号）～（別記２様式第１－１号） （略） （別記２様式第１号）～（別記２様式第１－１号） （略）


